
（別紙１） 

厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する法人税の非課税措置の取扱いについて」 

（昭和 59年６月 19日付医発第 573号厚生省医務局長通知）新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改正後（新） 改正前（旧） 

医発第５７３号  

昭和 59年６月 19日 

改正 医政発 0127第３号  

令和５年１月 27 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省医務局長     

 

 

厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する 

法人税の非課税措置の取扱いについて（通知） 

 

（略） 

 

記 

 

１ 法人税の非課税措置等の概要 

(1) 法人税の非課税措置の対象となる厚生連 

法人税の非課税措置の対象となるのは、公的医療機関に該

医 発 第 ５ ７ ３ 号 

昭和 59年６月 19日 

 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省医務局長     

 

 

厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する 

法人税の非課税措置の取扱いについて（通知） 

 

（略） 

 

記 

 

１ 法人税の非課税措置等の概要 

(1) 法人税の非課税措置の対象となる厚生連 

法人税の非課税措置の対象となるのは、公的医療機関に該



 

当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会であっ

て、法人税法別表第２の表の農業協同組合連合会の項に規定

する政令で定める要件を満たすものとして財務大臣の指定を

受け、同法第２条第６号に規定する公益法人等に該当すると

されたものに限られるものであること。 

(2) 法人税の非課税措置の対象となる医療保健業 

(1)の厚生連であって、法人税法施行令第５条第１項第 29

号ワに規定する財務省令で定める要件を備えるものが行う医

療保健業について、法人税法第２条第 13号に規定する収益事

業に該当しないものとして非課税扱いがとられるものである

こと。 

なお、この要件に関しては、法人税法施行規則第５条の２

第１項の規定に基づき、５年ごとに財務大臣の承認を要する

ものとされていること。 

(3) （略） 

２ 公益法人等に該当する旨の財務大臣の指定に係る要件及び手

続(法人税法別表第２の表、法人税法施行令第２条及び法人税法

施行規則第２条関係) 

１の (1)の 財務大臣の指定の要件は、当該農業協同組合連合

会の定款に次に示す趣旨の定めがあることとされていること。 

ア 事業は、医療事業（これに附帯する事業を含む。）、又はそ

の事業及び老人福祉事業（これらに附帯する事業を含む。）

に限る。 

イ～ウ（略） 

（略） 

当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会であっ

て、法人税法別表第２第１号の表の農業協同組合連合会の項

に規定する政令で定める要件を満たすものとして大蔵大臣の

指定を受け、同法第２条第６号に規定する公益法人等に該当

するとされたものに限られるものであること。 

(2) 法人税の非課税措置の対象となる医療保健業 

(1)の厚生連であって、法人税法施行令第５条第１項第 29

号ワに規定する大蔵省令で定める要件を備えるものが行う医

療保健業について、法人税法第２条第 13号に規定する収益事

業に該当しないものとして非課税扱いがとられるものである

こと。 

なお、この要件に関しては、法人税法施行規則第５条の２

第１項の規定に基づき、５年ごとに大蔵大臣の承認を要する

ものとされていること。 

(3)  （略） 

２ 公益法人等に該当する旨の大蔵大臣の指定に係る要件及び手

続(法人税法別表第２第１号の表、法人税法施行令第２条の２及

び法人税法施行規則第２条の２関係) 

１の (1)の 大蔵大臣の指定の要件は、当該農業協同組合連合

会の定款に次に示す趣旨の定めがあることとされていること。 

ア 事業は、医療に関する施設及びこれに附帯する事業に限

る。 

 

イ～ウ（略） 

（略） 



 

３ 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件及び財

務大臣の承認に係る手続（法人税法施行令第５条第１項第 29号

ワ及び法人税法施行規則第５条の２関係) 

(1) 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件 

次に掲げる事項のすべてに該当するものであることについ

て、財務大臣の承認を受けた日から５年を経過しない厚生連

が行う医療保健業は、収益事業に該当しないものであるこ

と。 

ア 当該厚生連が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保

険法第 76 条第２項(療養の給付に関する費用)の規定によ

り算定される額、同法第 85条第２項(入院時食事療養費)に

規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第 85

条の２第２項(入院時生活療養費)に規定する基準により算

定された同項の費用の額その他これに準ずる額以下であ

り、かつ、その行う診療の程度が同法第 72 条(保険医又は

保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。 

なお、この要件のうち「その他これに準ずる額」とは、次

に掲げるものをいうものであること。 

(ア)～(ウ)（略） 

イ 当該厚生連が法人税法施行規則第６条第４号イからハま

でに規定する施設（同号ハに規定する再教育を行う施設を

含む。）のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設

で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を

有するものであること。 

なお、この要件のうち「公益の増進に著しく寄与する事業

３ 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件及び大

蔵大臣の承認に係る手続（法人税法施行令第５条第１項第 29号

ワ及び法人税法施行規則第５条の２関係) 

(1) 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件 

次に掲げる事項のすべてに該当するものであることについ

て、大蔵大臣の承認を受けた日から５年を経過しない厚生連

が行う医療保健業は、収益事業に該当しないものであるこ

と。 

ア 当該厚生連が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保

険法第 43 条ノ９第２項の規定により算定される額（以下

「社会保険診療報酬額」という。）その他これに準ずる額以

下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第 43条ノ６に

規定する診療の程度以上であること。 

なお、この要件のうち「その他これに準ずる額」とは、次

に掲げるものをいうものであること。 

 

 

 

(ア)～(ウ)（略）  

イ 当該厚生連が法人税法施行規則第６条第４号イからハま

でに規定する施設（同号ハに規定する再教育を行う施設を

含む。）のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設

で公益の増進に著しく寄与する事業を営むに足りる施設を

有するものであること。 

なお、この要件のうち「公益の増進に著しく寄与する事業



 

を行うに足りる施設｣とは、次に掲げるものをいうものであ

ること。 

(ア) 山村振興法第７条第１項の規定に基づき指定された

振興山村、離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域又は過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法第２条第１項に規定する

過疎地域に所在する病院又は診療所 

(イ)～(ウ)（略） 

ウ 当該厚生連につき、医療に関する法令に違反する事実そ

の他公益に反する事実がないこと。 

なお、この要件については、医療法、麻薬取締法、医師法等

の違反の事実が確認されていないことの他、健康保険法等医療

保険関係法令違反の事実が確認されていないこと、及び医療法

第 30 条の 11 の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病

院若しくは診療所の開設等が行われた事実が確認されていな

いこととすること。 

(2) 財務大臣の承認に係る手続 

財務大臣の承認は５年ごとに要するものとされているが、

この承認申請に当たっては、アに掲げる事項を記載した申請

書に、イに掲げる書類を添付して財務大臣に提出するものと

されていること。 

ア 申請書の記載事項 

(ア)～(イ)（略） 

(ウ) 老人福祉事業を行う場合には設置する老人福祉施設

の名称及び所在地 

を営むに足りる施設｣とは、次に掲げるものをいうものであ

ること。 

(ア) 山村振興法第７条第１項の規定に基づき指定された

振興山村、離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域又は過疎地域振興特別措

置法第２条第１項に規定する過疎地域に所在する病院

又は診療所 

(イ)～(ウ)（略） 

ウ 当該厚生連につき、医療に関する法令に違反する事実そ

の他公益に反する事実がないこと。 

なお、この要件については、「特定の医療法人に関する租

税特別措置について｣(昭和 40年２月１日医発第 99号厚生

省医務局長通知)の記３の(5)に準じて取り扱うものとする

こと。 

 

 

(2) 大蔵大臣の承認に係る手続 

大蔵大臣の承認は５年ごとに要するものとされているが、

この承認申請に当たっては、アに掲げる事項を記載した申請

書に、イに掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出するものと

されていること。 

ア 申請書の記載事項 

(ア) ～(イ)（略） 

（新設） 

 



 

(エ) 理事の氏名及び住所 

(オ) 現に行っている事業の概要 

(カ) その他参考となるべき事項 

イ 添付書類 

(ア)～(イ)（略） 

(ウ) (1)のイ及びウに定める要件を満たしていることを証

明する書類（(1)のイに定める施設を有すること及び医

療に関する法令等に違反する事実がないことを証する

都道府県知事の証明書を添付すること。） 

(エ)～(オ)（略） 

(3) 都道府県の事務 

(1)のイに定める施設を有すること及び医療に関する法令

等に違反する事実がないことについては、財務大臣に対する

承認申請に際し、都道府県知事の証明書を添付することが必

要とされるので、貴職におかれては、厚生連の申請に基づき

所要事項を審査の上証明を与えられたく、よろしく御了承あ

りたいこと。 

なお、この証明を含め、３の要件及び手続に関する事務に

ついては、貴都道府県衛生主管部局で担当願いたいこと。 

また、（1）のウに定める要件については、以下のとおり取

り扱うこと。 

（ア） 証明は、民生主管部局（健康保険及び国民健康保険

主管課）に協議した上で行うこと。 

（イ） 都道府県知事の証明した事項が事実に反していたこ

と又は都道府県知事の証明事項に反する事実が証明

(ウ) 理事の氏名及び住所 

(エ) 現に行っている事業の概要 

(オ) その他参考となるべき事項 

イ 添付書類 

(ア) ～(イ)（略） 

(ウ) (1)のイ及びウに定める要件を満たしていることを証

明する書類（(1)のイに定める施設を有すること及び医

療に関する法令に違反する事実がないことを証する都

道府県知事の証明書を添付すること。） 

(エ) ～(オ)（略） 

(3) 都道府県の事務 

(1)のイに定める施設を有すること及び医療に関する法令

に違反する事実がないことについては、大蔵大臣に対する承

認申請に際し、都道府県知事の証明書を添付することが必要

とされるので、貴職におかれては、厚生連の申請に基づき所

要事項を審査の上証明を与えられたく、よろしく御了承あり

たいこと。 

なお、この証明を含め、３の要件及び手続に関する事務に

ついては、貴都道府県衛生主管部局で担当願いたいこと。 

 

 

 

 

 

 



 

後に発生したことが認められた場合には、都道府県知

事はその事情を厚生労働大臣に報告すること。 

（ウ） （イ）の報告の範囲は、次のような医療に関する法

令について重大な違反事実があった場合について行

うこと。 

① 医療に関する法律に基づき厚生連又はその理事長が

罰金刑以上の刑事処分を受けた場合 

② 厚生連の開設する医療機関に対する医療監視の結果

重大な不適合事項があり知事から改善勧告が行われた

が是正されない場合 

③ その他①及び②に相当する医療に関する法令について

の重大な違反事実があった場合 

④ 医療法第 30条の 11の規定に基づく都道府県知事の勧

告に反する病院若しくは診療所の開設等が行われた場

合 

４ その他 

昭和 59 年度においては、２の財務大臣の指定及び３の財務大

臣の承認の手続を合せて行うことが予定されているので、よろ

しくお含みおき願いたいこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

昭和 59 年度においては、２の大蔵大臣の指定及び３の大蔵大

臣の承認の手続を合せて行うことが予定されているので、よろ

しくお含みおき願いたいこと。 

 


